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（１）マイナンバーとは

a）マイナンバー（個人番号）



機密性2

2

住民基本台帳ネットワークを
活用してマイナンバーや住民
票情報を照会する仕組み
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b）マイナンバーカード

出典：デジタル庁HP
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出典：総務省HP
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出典：総務省HP
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出典：総務省HP
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出典：総務省HP
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c）マイナ保険証
：健康保険証利用登録をされたマイナンバーカード 出典：厚生労働省HP
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出典：厚生労働省HP
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マイナンバーカードと健康保険証情報の紐づけ状況の確認方法

①マイナポータルアプリをタップします。 ②「最新の健康保険証情報の確認」
を選択します。

③ログインを選択します。

④4桁のパスワードを入力します。
⑤マイナンバーカードをスマホに
かざします。
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（２）オンライン資格確認とは

a）オンライン資格確認

○ オンライン資格確認とは、マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等により、オンラインで資格

情報の確認ができるシステム

○ オンライン資格確認システムの導入により、医療機関・薬局の窓口で、患者の直近の資格情報等（負担割合や自己負

担限度額等）が確認できる。

○ また、マイナンバーカードを用いた本人確認を行うことにより、医療機関や薬局において、特定健診等の情報や診

療・薬剤情報を閲覧できる。

オンライン資格確認システム
（社会保険診療報酬支払基金）

マイナンバーカードを
カードリーダーに置く

健康保険証を窓口提示

医療機関・薬局

記号・番号を入力

【健康保険証で受診した場合】

【マイナンバーで受診した場合】

記号1111番号222
氏名 原 佳奈美

資格情報等の照会

＜オンライン資格確認のイメージ＞
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令和５年２月17日 マイナンバーカードと健康保険証の一体化
に関する検討会（第２回）
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令和５年９月29日 第168回社会保障審議会医療保険部会
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（３）マイナンバーカードと健康保険証の一体化とは

a）改正マイナンバー法のポイント
令和５年６月29日 第165回社会保障審議会医療保険部会
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b）資格確認書の取扱い
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c）資格情報のお知らせ
（マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会最終とりまとめ －抜粋－）

〇 健康保険証の廃止に伴い、マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に把握でき
るよう、新規資格取得時や負担割合の変更時（70歳以上（後期高齢者医療制度は障害を有する65
歳以上の被保険者を含む。）のみ）等に、氏名、被保険者等記号・番号・枝番、保険者番号・
保険者名、負担割合等を記載した資格情報のお知らせを交付する。

〇 なお、当該お知らせについては、容易に携帯して利用ができるような工夫をし、マイナ保険証
と一体で携帯することで、オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等も受診しやすくなる
と考える。

〇 現在、旅行中等の学校行事や部活動の合宿・遠征等においては、児童・生徒が医療機関を受診
する必要が生じた際に備え、保険証の写しを持参させる取扱いが一部で見られるところである。
保険証廃止後においては、必ずしも児童・生徒本人がマイナンバーカードを持参することが容易
でない場合については、数日間の限られた使用であること、かつ、学校教員等の管理監督の下で
の使用が想定され、なりすましが起こることは想定され難いことから、マイナポータルに表示さ
れる被保険者資格情報をプリントアウトしたものや資格情報のお知らせの写しを医療機関等に提
示するといった方法により被保険者資格の確認を行うことが可能と考えられることについて、医
療現場及び教育現場に周知していく。

〇 この文書でのみ医療機関を受診することはできないがマイナ保険証と一体で携帯することによ
り、オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等での受診が可能。

〇 負担割合は、被用者保険において別途、高齢受給者証で示す場合は省略可能。
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（４）マイナンバー制度及びマイナンバーカードに関する政策パッケージとは
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（５）オンライン資格確認における登録データの正確性の担保

令和５年６月29日 第165回社会保障審議会医療保険部会
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令和５年９月７日 第167回社会保障審議会医療保険部会
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令和５年９月７日 第167回社会保障審議会医療保険部会
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令和５年９月７日 第167回社会保障審議会医療保険部会
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令和５年８月24日 第166回社会保障審議会医療保険部会
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(6) 協会におけるマイナンバー登録の流れ

1.概要

令和3年10月開始のオンライン資格確認に伴い、協会では、加入者のマイナンバーを収集し、協会が保有する資格情報とマイナンバー

を紐づけし、中間サーバー（社会保険診療報酬支払基金）に登録している。

2.資格情報とマイナンバーの紐づけの流れ

（１）一般被保険者の場合

事業所 日本年金機構

中間サーバー
（社会保険診療報酬支払基金）

被保険者がマイナンバーを事業所に提出し、事業所は、資格取得届にマイナンバーを記載し、日本年金機構に提出する。日本年金機構では、J-LIS

照会を実施し、マイナンバーを確認した後、協会に連携する。協会では、資格情報とマイナンバーを紐づけし、中間サーバーに連携する。

被保険者

資格取得届

協会けんぽ

マイナンバーを提出

マイナンバーを連携

マイナンバーと資格情報を

紐づけして連携

マイナンバーを提出

※

※住民基本台帳ネットワークを活用してマイナンバーや住民票情報を照会する仕組み
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（２）一般被扶養者の場合（マイナンバーで扶養条件を確認する場合）

被保険者が被扶養者のマイナンバーを事業所に提出し、事業所は、異動届にマイナンバーを記載し、日本年金機構に提出する。日本年金機構では、

J-LIS照会を実施し、マイナンバーを確認した後、協会に連携する。協会では、資格情報とマイナンバーを紐づけし、中間サーバーに連携する。

事業所 日本年金機構

中間サーバー
（社会保険診療報酬支払基金）

被保険者

異動届

協会けんぽ

マイナンバーを提出

マイナンバーを連携

マイナンバーと資格情報を

紐づけして連携

マイナンバーを提出マイナンバーを確認
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（３）一般被扶養者の場合（添付書類で扶養条件を確認する場合）

事業所は、異動届を日本年金機構に提出する（異動届にマイナンバーを記載している場合としていない場合両方が存在する）。日本年金機構では、

添付書類で扶養条件を確認し、異動届にマイナンバーが記載されていれば、マイナンバーを協会に連携する。協会では、日本年金機構からマイナン

バーが連携されてこなかった場合、J-LIS照会を実施し、マイナンバーを取得後、日本年金機構から連携されてきたマイナンバーと併せて、資格情報

とマイナンバーを紐づけし、中間サーバーに連携する。

事業所 日本年金機構

中間サーバー
（社会保険診療報酬支払基金）

被保険者

異動届

協会けんぽ

異動届を提出

異動情報を連携

マイナンバーと資格情報を

紐づけして連携

マイナンバーを提出

被扶養者

マイナンバーを確認
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（４）任意継続被保険者（被扶養者）の場合

任意継続被保険者取得届（異動届）に記載されたマイナンバーを資格情報と紐づけして、中間サーバーに連携する。

被保険者

協会けんぽ

中間サーバー
（社会保険診療報酬支払基金）

マイナンバーを提出
マイナンバーと資格情報を

紐づけして連携（※）

（※）一般加入時のMNと相違ないか

チェックしている

【一般加入者から継続して被扶養者となる場合】

被保険者

協会けんぽ

中間サーバー
（社会保険診療報酬支払基金）

マイナンバーを提出
マイナンバーと資格情報を

紐づけして連携（※）

【新規で被扶養者となる場合】

（※）5情報が一致した場合に連携
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